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栃木市長　鈴木俊美

　市民の皆さん、こんにちは。今回は、平
成 25 年度の市の主な事業の２回目です。
　第３　安全安心で快適に暮らせるまちづくり
①防犯灯 LED 化事業 [2 億 5,000 万円 ] 全
ての防犯灯を消費電力が少なく環境に優し
い LED タイプに交換します（西方地域は
交換済）。また、来年度から防犯灯の維持
管理は全て市が行います。
②女性消防団の創設事業 [372 万円 ] 女性
消防団員には、火災予防の啓発や高齢者宅
の訪問、初期消火の指導などを行っていた
だきます。
③防災ハザードマップ作成事業 [994 万円 ]
土砂災害警戒区域も含めた、新しい防災ハ
ザードマップを作成します。
　第４　健康で生きがいを持てるまちづくり
① こ ど も 発 達 支 援 セ ン タ ー 設 置 事 業
[9,043 万円 ] 発達障がいを持つこどもの
相談支援、発達支援等の拠点施設を設置し

ます。
②こども・妊産婦・ひとり
親家庭医療費助成事業 [5 億
4,225 万円 ] こども医療費は中
学校３年生まで無料として、３歳未満は、
医療機関での自己負担額の支払い等は一切
不要な現物給付方式であり、３歳以上中学
校３年生までは、医療機関でいったんは自
己負担額を支払っていただき、後で申請を
していただく償還払い方式をとっていまし
たが、本年度からは現物給付方式を小学校
６年生にまで拡大しました。
③栃木地区病院統合再編事業 [10 億円 ] 市
内の３病院（下都賀・医師会・とちの木）は、
４月１日に「一般財団法人とちぎメディカル
センター」として経営が一本化されました。
　今後、急性期向けの第１病院を栃木駅南
に新たに建設し、とちの木病院を増築して
回復期と慢性期に対応する第２病院として
医療体制の充実を図ります。また、医師会
病院の敷地を活用して総合保健医療支援セ
ンター等としますが、これらの整備費用の
一部を市が財政支援します。
　来月もこの続きをお話しします。

平成 25 年度の事業について
　　　　　　　　　　   No.2

　

平
成
25
年
春
の
叙
勲
・
褒
章
受
章
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れ
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績

春
の
叙
勲
・
褒
章
受
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お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　

木
造
住
宅
の
耐
震
化
を
よ
り

一
層
促
進
す
る
た
め
、
４
月
か

ら
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐

震
改
修
に
要
す
る
補
助
金
の
見

直
し
及
び
耐
震
建
替
え
補
助
制

度
を
新
設
し
ま
し
た
。

◎
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
▽
自

己
負
担
額
１
万
円
→
無
料
（
※

住
宅
の
図
面
が
な
い
場
合
は
、

面
積
に
応
じ
て
別
途
費
用
要
）

◎
木
造
住
宅
の
耐
震
改
修
▽
補

助
限
度
額
60
万
円
→
１
０
０
万

円
（
耐
震
改
修
費
用
の
２
分
の

１
以
内
）

◎
木
造
住
宅
の
耐
震
建
替
え

（
新
設
）
▽
補
助
限
度
額
60
万

円
（
耐
震
改
修
費
用
相
当
分
の

２
分
の
１
以
内
）

◇
補
助
対
象
住
宅　

昭
和
56
年

５
月
31
日
以
前
に
建
て
ら
れ

た
、
賃
貸
を
目
的
と
し
な
い
木

造
２
階
建
以
下
の
住
宅
（
住
宅

以
外
の
部
分
の
床
面
積
が
延
床

面
積
の
２
分
の
１
以
下
の
併
用

住
宅
を
含
む
）

※
そ
の
他
一
定
要
件
あ
り
。
詳

細
は
左
記
へ
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築
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会
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補
助
金
に
つ
い
て

　

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
開
催
さ

れ
る
敬
老
会
に
対
し
て
、
主
催

す
る
団
体
に
そ
の
経
費
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

本
年
度
国
民
年
金
保
険
料

免
除
申
請
は
７
月
か
ら
！

　

平
成
25
年
７
月
～
平
成
26
年

６
月
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料

の
免
除
申
請
は
、
７
月
１
日
か

児
童
手
当
の
現
況
届

忘
れ
ず
に
！

　

児
童
手
当
は
、毎
年
６
月
に
、

児
童
の
養
育
状
況
等
を
確
認
す

る
た
め
に
『
現
況
届
』
を
提
出

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。『
現
況
届
』
を
郵
送

し
ま
し
た
の
で
、
届
い
て
い
な

い
方
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
提
出
期
限　

６
月
28
日（
金
）

◆
提
出
場
所
・
問
合
先

栃
木
地
域 

 

こ
ど
も
課
（
福

祉
庁
舎
）　  

☎
21
‐
２
５
１
２
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平
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ゆ
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ザ
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岡
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‐
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都
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健
康
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方
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健
康
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祉
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☎
92
‐
０
３
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特
定
健
康
診
査
等
・

　
　

保
健
指
導
の
ご
案
内

受
診
券
は
届
き
ま
し
た
か
？

　

特
定
健
康
診
査
（
国
民
健
康

保
険
加
入
者
）、
後
期
高
齢
者

医
療
健
康
診
査
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
受
診
券
を
対
象
者
に
送

り
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。

●
特
定
健
康
診
査　

特
定
健
康

診
査
は
、
生
活
習
慣
病
の
前
段

階
で
あ
る
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン

ド
ロ
ー
ム
を
発
見
す
る
検
査

で
、
該
当
者
と
予
備
群
と
な
る

方
を
早
期
に
発
見
し
、
生
活
習

慣
改
善
の
た
め
の
指
導
（
特
定

保
健
指
導
）
を
行
い
ま
す
。

◇
対
象　

40
歳
以
上
75
歳
未
満

の
方（
国
民
健
康
保
険
加
入
者
）

●
後
期
高
齢
者
医
療
健
康
診
査

　

健
康
の
保
持
・
増
進
の
た
め

に
生
活
習
慣
病
を
早
期
に
発
見

し
、
状
態
が
軽
い
う
ち
に
早
め

の
治
療
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

◇
対
象　

後
期
高
齢
者
医
療
制

度
加
入
者

※
詳
細
は
案
内
書
（
受
診
券
同

封
）
を
確
認
し
、
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※
受
診
の
際
は
受
診
券
が
必
要

で
す
。
有
効
期
限
を
確
認
の
う

え
、大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

○
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合
先
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通

 

生
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‐０
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法
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予
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に
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健
康
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進
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25
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１
１

 

健
康
福
祉
課 

☎
45
‐１
７
８
８

 

健
康
福
祉
課 

☎
62
‐０
９
０
４

 

健
康
福
祉
課 

☎
29
‐１
１
０
３

 

健
康
福
祉
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☎
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‐０
３
１
１

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断

無
料
で
受
け
ら
れ
ま
す

《
補
助
金
交
付
対
象
者
》
▽
敬

老
会
を
主
催
す
る
自
治
会
や
老

人
ク
ラ
ブ
、
市
長
が
認
め
た
介

護
施
設
▽
複
数
の
自
治
会
等
で

合
同
開
催
さ
れ
る
敬
老
会
の
場

合
は
、
代
表
と
な
る
実
行
委
員

会
▽
同
一
地
域
で
自
治
会
と
老

人
ク
ラ
ブ
の
双
方
で
各
々
敬
老

会
が
行
わ
れ
る
場
合
、
自
治
会

へ
の
補
助
を
優
先
し
ま
す
。

《
補
助
金
額
》　

４
月
１
日
現
在

で
当
該
地
域
に
在
住
す
る
80
歳

以
上
の
高
齢
者
（
現
在
79
歳
で

平
成
26
年
３
月
31
日
ま
で
に
80

歳
に
な
る
方
含
む
）
の
数
に
千

円
を
乗
じ
た
額
。

《
補
助
金
の
申
請
》
▽
所
定
の

用
紙
（
左
記
に
あ
り
ま
す
）
に

記
入
の
う
え
、
左
記
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

《
申
請
締
切
日
》
▽
８
月
16
日

（
金
）（
補
助
金
振
込
予
定
日
）

９
月
11
日
（
水
）

※
補
助
金
の
申
請
は
８
月
16
日

以
降
で
も
受
け
付
け
ま
す
が
、

補
助
金
の
振
込
は
９
月
11
日
以

降
に
な
り
ま
す
。

※
詳
細
は
左
記
へ

◆
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合
先
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１
０
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☎
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ら
受
付
を
開
始
し
ま
す
。

　

学
生
以
外
の
第
１
号
被
保
険

者
で
、
前
年
の
所
得
が
一
定
基

準
以
下
の
場
合
は
、
保
険
料
の

全
額
免
除
・
一
部
納
付
又
は
納

付
猶
予
（
30
歳
未
満
の
方
対
象
）

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

退
職
さ
れ
た
方
の
所
得
を
審

査
対
象
か
ら
除
外
す
る
退
職
特

例
免
除
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。

◇
申
請
に
必
要
な
も
の　

年
金

手
帳
・
印
鑑
・
雇
用
保
険
被
保

険
者
離
職
票（
退
職
さ
れ
た
方
）

※
代
理
申
請
の
場
合
に
は
、
委

任
状
及
び
代
理
人
の
免
許
証
等

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
本
人
の
所
得
の
ほ
か
、
世
帯

主
（
納
付
猶
予
は
除
く
）、
配

偶
者
の
所
得
も
審
査
対
象
と
な

り
ま
す
。

※
24
年
度
に
全
額
免
除
・
若
年

者
納
付
猶
予
が
承
認
さ
れ
、
継

続
を
承
認
さ
れ
て
い
る
方
が
引

き
続
き
同
じ
免
除
申
請
を
希
望

す
る
場
合
、手
続
き
は
不
要
で
す
。

 

保
険
医
療
課 

☎
21
‐２
１
５
５

 

生
活
環
境
課 

☎
43
‐９
２
１
６

 
生
活
環
境
課 

☎
62
‐０
９
０
３

 
生
活
環
境
課 

☎
29
‐１
１
０
２

 

生
活
環
境
課 

☎
92
‐０
３
０
７


